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第２章 地域内の環境評価

第２章 地域内の環境評価 

 

１.現況調査 

(１)地域概要 

 １)位置及び地勢 

 十日町市は、新潟県南部に位置し、東は南魚沼市、北は小千谷市、西は柏崎市、上越市、

南は湯沢町、津南町、長野県などと接しています。図２-１に示すように、市域の東西は 31.4km、

南北は 41.1km の広がりを持ち、面積は 589.92  となっています。 

 市の東側には魚沼丘陵、西側には東頸城丘陵の山々が連なっています。中央部には日本一

の大河信濃川が南北に流れ、十日町盆地とともに雄大な河岸段丘が形成されています。また、

西部中山間地域には渋海川が南北に流れています。最南部は最高標高が 2,000m を超える山岳

地帯で、その一部は上信越高原国立公園となっています。 

 

 

図２-１ 位置図 出典：十日町市勢要覧 2006 を編集 

 

 ２)地域の歴史・文化 

この地域に人が住み始めたのは、約 2 万年前の後期旧石器時代であると言われています。

縄文時代になると人々は大きな集落を作って暮らすようになり、採集、漁労、狩猟の生活を

していました。当地域では国宝の笹山遺跡出土の火焔型土器を始めとして、この時代の遺跡

が多数発見されています。 

古墳時代から奈良・平安時代においては、稲作や機織りが行われるようになり、今日のこ

の地方の産業の源流をみることができます。その後、江戸時代には一部、幕府の直轄地(天領)

となり産業・文化ともに発展を遂げてきました。 

また、十日町・川西・中里地域周辺は古くから「妻有郷」と呼ばれ、松代・松之山地域周

辺は「松之山郷」と呼ばれていました。 

１.現況調査 
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＜市町村合併の流れ＞ 

 十日町市は、平成 17年 4 月 1日に旧十日町市、川西町、中里村、松代町及び松之山町の 5

市町村が新設合併して誕生しました。 

旧十日町市は昭和 29 年に十日町、川治村、中条村及び六箇村の合併により誕生し、その後

吉田村、下条村、水沢村を編入しています。川西町は、昭和 31年に千手町、上野村、橘村及

び仙田村の合併により誕生しました。中里村は、昭和 30 年に田沢村及び倉俣村の合併により

誕生し、その後貝野村の一部を編入しています。松代町は、昭和 29 年に松代村及び山平村の

合併により松代村が誕生し、同年町制施行をしました。その後奴奈川村などを編入していま

す。松之山町は、昭和 30 年に松之山村及び浦田村の合併により松之山村が誕生し、昭和 33

年に町制施行をしました。市の変遷の概況を図２-２に示します。 

 

図２-２ 市の変遷図 出典：十日町市勢要覧 2006 を編集 



 

 
5 

第２章 地域内の環境評価

 ３)土地利用 

 市域の総面積は 589.92  であり、表２-１の地目別面積の推移が示すとおり山林やその他

の占める割合が大きくなっています。平成 17 年度から平成 18 年度に、国有林の集計項目が

「山林」から「その他」となる変更があり、数値が大幅に変動しました。 

 表２-２の土地利用では、市域面積のうち都市計画区域が 195.45  (33.1％)、農業振興地

域が 465.18   (78.9％)、森林区域が 395.56  (67.1％)となっています。(これらの地域区

分には重複があります。) 

 衛星から見た土地利用の状況は、図２-３のとおりです。 

 

表２-１ 地目別面積 出典：統計でみる十日町市 

 
 

表２-２ 土地利用の規制状況 出典：十日町市地域防災計画 

 

 

（単位：ha） １月１日現在

年　次 総　数 田 畑 宅　地 池　沼 山　林 原　野

1)

平成15年
59,207.0 6,114.9 2,265.4 1,154.9 92.2 24,483.9 1,968.2 23,127.6

平成16年
59,207.0 6,103.8 2,258.3 1,134.5 91.2 24,471.2 1,975.6 23,172.2

平成17年
59,207.0 6,259.8 2,335.0 1,198.0 92.0 24,886.9 2,047.1 22,387.9

平成18年
2) 58,992.0 6,322.7 2,349.0 1,196.4 96.9 17,621.4 2,008.7 29,396.9

平成19年
2) 58,992.0 6,299.5 2,321.4 1,189.5 99.6 17,614.5 2,010.1 29,457.4

1)　鉱泉地と池沼の計。
2)　昭和60年の松代町及び高柳町での境界変更にかかる錯誤を、国土地理院において最新の地形図で再計測し、
　訂正を行ったことにより、総面積に変更が生じた。

資料：税務課「概要調書」

総 数

総 数

雑種地
その他

総 数

総 数

総 数
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図２-３ 衛星から見た十日町市の状況 出典：新市将来構想を編集 
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 ４)地域指定 

＜自然公園・環境保全地域＞ 

本市域にかかる自然公園としては、中里地域の上信越高原国立公園と、松之山地域の直峰

松之山大池県立自然公園があります。また、自然環境保全地域として中里地域の小松原亜高

山性植生・湿原や、緑地環境保全地域として川西地域の長安寺のブナ林が、それぞれ優れた

自然環境を保全するために制定された県条例に基づき指定されています。さらに、野生鳥獣

の保護・増殖を図るために設定された鳥獣保護区が 4か所、3 年間狩猟を休み狩猟鳥獣の増

殖を図る休猟区が 3 か所あります。 

自然公園を表２-３に、自然環境保全地域を表２-４に、鳥獣保護区を表２-５に、それぞれ

示します。 

 

表２-３ 自然公園 出典：十日町市環境基本計画 

 
 ※面積：市内の面積、(全体)：区域全体での面積 

 

表２-４ 自然環境保全地域 出典：十日町市の環境 

 

 

表２-５ 鳥獣保護区・休猟区 出典：十日町市の環境・環境政策室 
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＜都市計画状況＞ 

市域において、十日町地域と川西地域で用途地域が指定されています。 

十日町地域では、十日町駅を中心として、駅東側に商業地域が指定されているほか、主に

第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、準工業地域などが指定されています。 

川西地域では、都市計画道路 3･4･1 中央通り線(主要地方道小千谷十日町津南線)沿いに近

隣商業地域、第二種住居地域、準工業地域が指定されているほか、近隣商業地域を挟んで第

一種・第二種中高層住居専用地域などが指定されています。 

  

図２-４ 十日町市都市計画区域（マスタープラン） 図２-５ 十日町地域用途地域 

 

 

図２-６ 川西地域用途地域 用途地域凡例 
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(２)自然環境 

 １)気象 

 気候は日本海型気象区分に属し、四季折々に季節感あふれる様態を示しています。毎年の

平均積雪は 2m を超え、全国有数の豪雪地帯となっています。1年の 3分の 1 以上が降積雪期

間となり、この気象条件が、独特の生活文化の形成や経済活動などに大きく影響しています。 

 本市の気象の概況は、表２-６・図２-７のとおりです。 

表２-６ 十日町市の気象(月別 80年平均値) 出典：十日町市勢要覧 2006 

 

 
図２-７ 年間最大積雪と最小積雪 出典：十日町市環境基本計画 

 

 ２)地形・地質 

図２-８に示すように、十日町盆地の東側には魚沼丘陵、西側には東頸城丘陵の山々が連な

っています。中央部には大河信濃川が南北に流れ、水色の部分には河岸段丘が形成されてい

ることを示しています。 

また、丘陵地の至る所で地すべり地形がみられ、広範囲に渡り地すべり防止地域に指定さ

れています。 

地質は、新生代後半以降の礫岩・砂岩・シルト岩やその互層からなる魚沼層群が主体であ

り、信濃川の河岸段丘堆積物がこれらを覆っています。地質図を図２-９に示します。 
 

 
図２-８ 十日町地域の河岸段丘分布状況 出典：信濃川・越後平野の地形と地質.2007.国土交通省 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 全年

平均気温(℃) -0.3 0.0 2.7 8.9 15.4 19.8 24.0 25.2 20.5 14.1 8.2 2.7 11.8

最高気温(℃) 2.8 3.4 6.8 14.5 21.2 24.7 28.5 30.1 25.0 18.8 12.7 6.1 16.2

最低気温(℃) -3.2 -3.3 -1.3 3.5 9.6 15.0 19.7 20.6 16.4 9.7 3.9 -0.5 7.5

降水量　 (㎜) 407.0 278.3 189.2 109.8 109.6 146.6 216.3 163.4 189.9 169.4 215.9 353.6 2549.0

降雪量　 (㎜) 367.6 247.1 130.2 13.8 - - - - - - 36.9 251.4 1046.9

資料／森林総合研究所十日町試験地
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図２-９ 十日町地域の地質鳥瞰図 出典：信濃川・越後平野の地形と地質.2007.国土交通省 

 

 ３)水環境 

 図２-10 に示すように、本市は、わが国最長の信濃川が南北に縦貫し、これに清津川を始

め四十数本の中小河川が流れ込んでいます。西側には、信濃川に平行して渋海川が南北に縦

貫しています。 

また、段丘地には、大池・弁天池などの池や農業貯水池が数多く点在しており、古くから

生活・農業・消雪・工業用水等に利用されています。 

宮中調整池や浅河原調整池、川西ダムなどは周囲の桜並木等とともに、市民に身近な水辺

空間として親しまれています。 

本市における信濃川は、水力発電による減水区間となっており、自浄作用を上回る負荷が

あるため汚濁が著しく、特に夏季においては水温が上昇し、水辺の生物がすみにくい状況と

なります。 
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また、清津川でも、上流で水力発電に伴う取水が行われていることや、生活雑排水等の流

入による影響が懸念されています。 

渋海川は、松之山・松代・川西地域を縦貫する河川で、流域では瀬替えやまぶ(素堀りの用

水路トンネル)など、特殊な地形が形成され、農地として活用されています。これらの地形と

ともに河川環境の保全も望まれます。 

 

※瀬替え・まぶ(素堀りの用水路トンネル)：農耕地を確保するために川の流れを人為的に変えてできた地形 

 
図２-10 十日町市の主要河川 出典：新市将来構想を編集 

＜河川の水質＞ 

 毎年、市内を流れる中小の 22 河川について、水質汚濁状況が測定されています。このうち

ＢＯＤの数値について表２-７に示します。また、信濃川と清津川の水質については、表２-８

のとおりとなっています。 

家庭からの生活雑排水については、下水道や合併処理浄化槽などの普及により、徐々に改

善傾向にあります。また、以前の水質汚濁の主な原因であった工場排水は、企業の公害防止

設備の整備や充実により改善されてきました。 

近年の水質汚濁の原因は、生活雑排水・工場排水のほかに、ダムによる洪水調整、家畜ふ

んの不適切な処理、農薬の河川への流出などがあげられます。 
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表２-７ 中小河川水質測定のうちＢＯＤの数値  

 

 

表２-８ 信濃川と清津川の水質経年変化のうちＢＯＤの数値 出典：新潟県 

 

 

 

＜名水＞ 

当市には新潟県の名水として、年間を通じ青く澄み、夏でも冷たいきれいな川「清津川」(中

里地域小出地区内)とブナの原生林より湧き出している「深山の清水」(松之山地域浦田)があ

ります。 

地 域 名 河 川 名
羽 根 川 1.3 1.2 0.6 1.0 0.9 1.0
川 治 川 1.5 1.1 0.8 1.2 1.1 2.3
中 沢 川 1.6 2.2 1.7 1.9 1.4 1.5
田 川 1.4 1.4 1.1 1.2 1.2 2.0
上 大 井 田 川 1.8 3.9 1.4 1.8 1.3 1.6
下 大 井 田 川 1.6 1.7 1.7 1.2 1.1 1.0
晒 川 7.4 1.0 1.4 1.3 1.0 1.3
貝 喰 川 1.3 2.7 4.8 1.3 1.0 1.5
千 手 川 1.6 1.8 1.0 1.8
木 島 川 4.0 1.7 1.3 1.2 2.0 1.7
小 海 川 1.6 1.5 1.3 1.4 0.8 0.9
中 沢 川 上 3.3 1.5 0.9 1.6
中 沢 川 下 1.3 2.3 1.5 1.6 0.7 1.8
北 沢 川 1.4 1.1 0.8 0.7
鴻 島 川 2.0 1.8 2.3 3.5 0.8 6.2
渋 海 川 上 1.0 1.8 0.9 0.7
渋 海 川 下 0.8 1.9 0.8 0.6 0.6 1.3
越 ヶ 沢 川 0.7 0.6 0.8 0.7
大 門 川 1.0 0.8 0.6 1.3 1.7 0.9
七 川 1.2 0.6 0.5 1.3 1.4 1.0
堀 之 川 1.1 1.1 0.8 2.1 1.2 0.8
山 ノ 根 川 1.6 1.3 0.7 1.5 1.8 0.9
稲 荷 川 0.9 0.8 0.6 1.0 1.3 0.7
釜 川 0.6 0.6 0.6 1.0 1.1 0.5
渋 海 川
鯖 石 川
渋 海 川
越 道 川 0.6 1.0

資料：十日町市の環境等

環境基準値：2.0mg/ （網掛けは環境基準値を超過した箇所）

0.8

２０年度

0.9

1.3
0.50.5未満

１７年度

0.5未満

0.5未満

0.5未満

１９年度

松 之 山 地 域

１５年度 １６年度 １８年度

十 日 町 地 域

川 西 地 域

中 里 地 域

松 代 地 域

年度 元年 Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０
信濃川(十日町橋) 1.5 1.8 1.3 1.6 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 1.0
清津川(清津大橋) 0.5 0.7 0.9 0.9 0.6 0.6 0.8 1.2 1.7 1.0

年度 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19
信濃川(十日町橋) 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 1.2
清津川(清津大橋) 0.7 0.6 0.7 <0.5 0.5 0.7 0.8 <0.5 
　※類型指定はＡ類型、新潟県「公共用水域及び地下水の水質測定結果」より

＜調査項目の解説＞
ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
　水中に溶け込んでいる有機物（汚染物質）がバクテリアによって分解されるときに必要な酸素量。数値が
大きいほど水質が汚濁していると言われています。
　Ａ類型においての基準値は2.0㎎/ 以下です。
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(３)社会環境 

 １)人口と世帯数 

＜人口の推移＞ 

本市の人口は、表２-９の平成 17年の国勢調査によると 62,058 人で、平成 7 年からは国勢

調査のたびに約 4～5％減少しています。一方世帯数は 19,207 世帯で、ほぼ横ばいで推移し

ています。 

地域ごとの年齢別人口は図２-11 のとおりで、松代と松之山地域においては、65 歳以上が

地域の人口の 40％を超え、特に高齢化が進んでいます。また、中山間地高齢化集落が全集落

の約1割にあたる51集落(平成20年 4月現在)となり、高齢化の進行が課題となっています。 

※中山間地高齢化集落：65歳以上の高齢者が人口比率で 50％を超えた集落 

 

表２-９国勢調査による人口の推移 出典：十日町市の環境 

 
 

 
図２-11 地域別の年齢別人口 出典：十日町市環境基本計画 
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＜人口の分布状況＞ 

 図２-12 によると、人口はＪＲ飯山線・国道 117 号及び主要地方道小千谷・十日町・津南

線の沿道の平野部に集中しており、丘陵部では松代支所・松之山支所の周辺にまとまって分

布しています。 

 また、中山間地域には、人口 99 人以下の集落が数多く広範囲に点在しており、特に松代・

松之山地域では、人口 49 人以下の小規模な集落が、支所を中心に放射状に点在しています。 

 

 

図２-12 人口の分布状況(H19.05)  出典：十日町市地域生活交通基本計画を編集 
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 ２)産業構造 

＜産業＞ 

 産業面では、十日町地域は昭和 30 年代の高度経済成長期から、きもの産業が大きく成長を

始め、これを主産業として栄えてきましたが、昭和 50 年代に入り生活様式の変化等の波を受

け、現在に至るまで減衰傾向となっています。 

 川西地域、中里地域、松代地域及び松之山地域は、稲作を主体とする農業を主産業として

きましたが、新規学卒者の市外流出や昭和 45 年からの減反政策などもあり、農業離れや後継

者不足が進行し、問題となっています。 

最近の動向としては、工業団地を中心に、電気機械や食料品加工などの分野の企業の進出

がみられます。 

 

＜産業の推移と動向＞ 

 図２-13 に、国勢調査による産業別就業者数の推移を示します。 

 第 1 次産業は、水稲栽培を主とする農業が中心となっています。第 1 次産業の従事者数は、

年々減少しており、この傾向は今後も継続することが予想されます。 

第 2 次産業の、きもの産業を始めとする製造業では、減衰傾向となっています。建設業に

ついてもこれと同様の傾向となっており、第 2次産業の従事者数は、全般に減少傾向となっ

ています。 

 第 3 次産業については、サービス業と小売業・飲食店がその中心です。第 3 次産業の従事

者数は、増加傾向にあります。 

 

 

 

図２-13 産業別就業者数の推移 出典：十日町市環境基本計画 
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 ３)交通 

＜交通＞ 

 交通網は、南北には信濃川沿いに国道 117 号、渋海川沿いに国道 403 号が走り、東西には

北から国道 252 号、253 号、353 号、405 号が走って骨格を形成し、これに主要地方道・一般

県道と幹線市道が要所で接続して構成されています。 

鉄道は、国道 117 号に並行して長岡方面と長野方面を結ぶＪＲ飯山線(6駅)と、市域を東

西に横断して上越新幹線の越後湯沢駅と上越地域を結ぶほくほく線(4 駅)が、十日町地域で

交差して走っています。 

これらの交通網の概況は図２-14 のとおりです。 

 

 

図２-14 交通網図 出典：十日町市地域生活交通基本計画を編集 
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＜公共交通機関＞ 

公共交通は、鉄道のＪＲ飯山線及びほくほく線とバス路線が、通勤・通学・通院など市民

生活に欠かせない交通手段として重要な役割を担っています。 

バス路線は、現在、越後交通㈱、越後柏崎観光バス㈱、南越後観光バス㈱及び東頸バス㈱

により運行されています。市営バスは十日町地域の下条地区、松代及び松之山地域で運行が

行われているほか、スクールバスを活用して運行するなどしています。 

 

 ４)生活排水等 

 本市では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処

理浄化槽整備事業をそれぞれの地域に合わせて実施することによって、汚水処理を推進して

います。表２-10 に示すように、当市の汚水処理人口普及率は 89.5％です。 

 

表２-10 汚水処理人口普及率 出典：下水道処理人口普及率調書  

 

 

また、市では排水による水質汚濁防止のため、継続した監視を行っており、大規模な養豚

施設がある川西地域の千手・上野・原田で排水を毎年測定しています。水質汚濁防止法に基

づく特定事業所となる川西有機センターでも、排水の水質調査を実施しています。 

 

 ５) 緑 

＜公園・緑地＞ 

本市は、周囲を上信越高原国立公園や直峰松之山大池県立自然公園を始めとする、緑豊か

な山々に囲まれているものの、市街地・住宅地においては公園や緑地・街路樹が少ない状況

です。 

 

＜農地・山林＞ 

農地は、食糧生産の機能のみならず、水源かん養や景観保全といった公益的機能を有して

います。特に棚田を始めとした田園風景は、本市の景観を特徴づけるものとなっています。 

山林は、林業の衰退で放置され、山林の荒廃が進んでいます。このため、山林が持つ水源

かん養機能や様々な生物の育成基盤としての機能などの喪失も懸念されています。また、山

菜の乱獲や貴重植物の採取、ポイ捨てや不法投棄が一部で見受けられます。 
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 ６)土壌・地下水 

＜土壌汚染＞ 

 平成 15 年 2 月に、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染の指定区域の指定、汚染土壌による健

康被害に関する措置等を内容とする土壌汚染対策法が施行されました。同法に基づき、過去

市内において指定区域が 1か所ありました(平成 18年 1月 20日指定～平成 19年 2月 13日解

除)が、それ以後、指定を受けている場所はありません。 

 

＜地下水汚染＞ 

本市では、昭和 60 年から地下水の調査を開始しています。 

平成 19 年度は、調査している 15地点のうち、本町１下・明石町・高田町１の 3地点にお

いてテトラクロロエチレンが環境基準を超過して検出されています。 

また、南魚沼環境センターが、川西地域の中屋敷地内において、地下水の定期モニタリン

グ調査を行っています。この地点でもテトラクロロエチレンが環境基準を超過して検出され

ています。 

※テトラクロロエチレンなどの有機塩素系物質は、ドライクリーニング用洗浄剤や機械部品等の脱脂洗浄剤と

して広く用いられており、これらを含む排水が地下に浸透することにより、地下水汚染を引き起こす原因の

一つに挙げられています。 

 

＜地下水の適正利用＞ 

十日町地域では、冬期間、消雪パイプ等による地下水の汲み上げにより、地下水位の大幅

な低下がみられます。 

市では「十日町地下水利用適正化に関する条例」によって、十日町市街地と川西地区の一

部において、地下水の取水を規制しています。 

 

 ７)大気・地球温暖化・酸性雨 

＜大気＞ 

廃棄物の野焼きは平成 13 年 4 月 1 日から禁止となりましたが、いまだに簡易焼却炉やドラ

ム缶などを使用した焼却が行われている事例があります。 

 

＜地球温暖化＞ 

合併前の旧十日町市では「十日町市役所エコアップ計画」(平成 11 年 4 月 1 日実施)、旧川

西町では「環境にやさしい川西町の率先行動計画」(平成 15 年 4 月実施)が策定されており、

行政も一つの事業者として、環境負荷を低減する取り組みを行っています。 

 

＜酸性雨＞ 

平成 7 年度から 14 年度において、南魚沼市の観測地点では、全国的な傾向と同様に pH が

4.7～5.1 と酸性になっていますが、十日町市では現在のところ特に酸性雨による被害は確認

されていません。 
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 ８)廃棄物 

＜一般廃棄物＞ 

一般廃棄物として排出されるごみの処理は、十日町エコクリーンセンター(十日町・川西・

松代地域)と津南地域衛生施設組合(中里・松之山地域)で処理しています。排出されるごみの

リサイクル率は、約 18％程度となっています。 

また、川西有機センターが平成 17年 7 月から稼動し、川西地域の全家庭の生ごみや給食セ

ンター・保育園の生ごみと、有機未利用資源(きのこ廃菌床・籾殻・発酵豚糞)を堆肥化し、

ごみの発生抑制、再資源化に大きく貢献しています。 

 

＜産業廃棄物＞ 

産業廃棄物は、事業活動から生ずる廃棄物であって、量的質的に環境汚染の原因となる可

能性のあるものを法律で指定したもので、排出業者や許可業者が適正に処理を行うものとさ

れています。 

不法投棄や不適切な焼却に対しては、適正処理を促し、啓発活動も強化していくことが課

題となっています。 

 

 ９)克雪・利雪 

流雪溝が整備され、供用が開始されています。消雪パイプの設置では、地下水の大量揚水

による水位の低下が懸念されるため、無散水融雪システムへの切り替えを進めるとともに、

地下水の利用適正化が求められます。地下水浸透桝の設置など、雨水の地下水還元への取り

組みが行われています。 

また、雪利用については新たな取り組みが進んでおり、事例は少ないものの、住宅や事業

所などで雪冷熱エネルギーの利用が行われています。 

 

10)新エネルギー 

本市では、融雪屋根の普及によって油と電力消費量の増加が顕著です。 

川西地域では、雪室から発生する冷気を仙田体験交流館の冷房に役立てています。太陽光・

太陽熱・農林業バイオマスなど、様々な新エネルギー・未利用エネルギーの活用が求められ

ます。特に、豪雪地帯である本市の特性を活かした雪冷熱エネルギーについては、学校施設

や集合住宅の冷房など、様々な用途に対する検討がなされています。 
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(４)生産環境 

 １)農業の現状及び動向 

本市は、米(魚沼コシヒカリ)の産地として広く知られている地域です。図２-15 によると、

農業粗生産額の 7 割以上を米が占めており、米の生産額の割合が高くなっています。 

農業はほかの産業と比べ担い手の高齢化が著しいこともあり、農家数や経営耕地面積は

年々減少しています。中山間地域では棚田など生産条件の厳しい地域が多く、耕作放棄地の

増加が懸念されています。 

経営基盤の強化のため、経営の複合化を目指す動きとしては、10年位前からきのこ等特用

林産物の生産が高まっており、畜産を大きく超える生産額となっています。また、準高冷地

の特性などを生かした夏野菜や、しめ縄生産なども大きな取り組みになってきています。雪

下にんじんなど野菜の雪中保存や、雪室で玄米やそば・日本酒を保存するなど、農産物の保

存や特産品の付加価値化を行って、有利販売にも役立てており、ゴボウやジャガイモなどに

ついても研究を進めています。 

米以外の地場産農産物としては、表２-11 に挙げられるものがあります。 

農業は従事者の高齢化と後継者や担い手の確保が大きな課題となっています。新たな担い

手として、構造改革特区により農業生産法人以外の株式会社の農業参入も可能になってきて

います。 

環境への影響や食品中の残留農薬の安全性などへの懸念が高まっているため、一部の農業

者を中心に、有機農法、減農薬・減化学肥料農法などの環境保全型農業の取り組みが広まり

つつあります。 

 

    
魚沼十日町産ブランド米の一例 

耕作放棄地面積率
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図２-15 十日町市の農業 出典：市町村の姿.農林水産省ホームページ 
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表２-11 十日町市の地場産リスト 出典：新潟県農林水産部 
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 ２)集落の現状及び動向 

 中山間地域では棚田など生産条件の厳しい地域も多く、農家数や経営耕地面積が年々減少

しています。 

また、民俗芸能・伝統行事は、集落人口の減少や高齢化などにより、保存・継承が危ぶま

れています。 

 

＜高齢化の状況＞ 

 図２-16 によると、中山間地域では、中山間地高齢化集落が数多く点在しており、松代・

松之山地域では、中山間地高齢化集落が 1/3 以上となっています。 

  

図２-16 地域の高齢化状況(H19.05) 出典：十日町市地域生活交通基本計画を編集 
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 ３)基盤整備等の状況 

 本市の農業農村関連事業を表２-12 に、主な農業農村整備事業を表２-13 に示します。 

 平場でのほ場整備は概ね完了しているものの、中山間地域では、いまだに生産条件の悪い

ほ場が多く、過疎化が進行していることもあり、耕作放棄地が見受けられます。また、平場

よりも担い手への農地の利用集積が進んでいません。 

農業経営においては、認定農業者、生産組織等の担い手の確保と、法人化による経営の安

定化と少コスト化の早期実現が必要とされています。 

 また、地域の特色を活かした環境保全型農業の推進やグリーンツーリズムの推進などの活

発化も重要と考えられます。 

表２-12 農業農村関連事業の状況 

 

 指　　　　標  単位  現在値
基準
年度

 目標値
目標
年度

出典資料等

整備 水田の整備率
状況 30a区画、大・中型機械作業可能水田 ％ 47.6 17 50 23 総合計画前期基本計画

30a区画以下整備済み面積 ha 1,838 17 1,915 23
農道整備延長 km 159 19

集落排水処理率 ％ 99.7 19 平成19年度 十日町市の環境

農地 所有権
利用 0.4 農業農村整備事業管理計画書
集積 利用権 (平成20年度)

2.4
担い手への農用地の利用集積面積  ｈａ 3371 19 3570 24

% 47.2 19 50 23
担い手 認定農業者数 認定

育成 者数

農業生産法人数 法人
数

認定 認定者
者数 0 43
締結 協定締結 (目標年度：H21年度)
数 24 64

コシヒカリの1等米比率 ％ 82.0 17 95.0 23 総合計画前期基本計画

集落 農用地の利用面積のシェアの割合 割
営農 程度

経営体の育成 戸 282 19 345 29
組織 28 19 50 29

144 17 22 第２期制度（Ｈ１７～Ｈ２１）
145 21 26 第３期制度（Ｈ２２～Ｈ２６）未定

環境
配慮

 回／
 年

エコファーマー認定者数 人 258 20 平成20年6月30日現在

人 28 40 総合計画前期基本計画
ha 114 80 ※取組人数は団体等を1人とカウント

ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用ﾌﾛﾝﾃｨｱ整備事業計画書
（川西有機センター実施申請書添付）

参考：JAS認証有機栽培用施設(水稲) ｔ 23.5 19
農地・水・環境保全向上対策 組織

数
共同26
営農10

20

農村 交流拠点施設の交流人口
交流

田舎体験の交流人口 人 4,000 17 10,000 23 総合計画前期基本計画

名所・景勝地の交流人口 人 212,000 17 300,000 23 総合計画前期基本計画

農家民宿等

農業特区、地域再生計画の取り組み
件数

件 9 17 11 23 総合計画前期基本計画

学校給食における地元農産物使用割
合（主食を除く）

％ 7.9 17 30 23 総合計画前期基本計画

なりわいの匠の認定者数 人 37 19

農村地域生活アドバイザーの認定者
数

人 51 20 70 22
普及指導基本計画　※津南町を含む
（計画期間：H17～22年度）

水田農業ビジョン
(目標年度：H24年度)

新潟県特別栽培農産物の認定人数
及び栽培面積

2319

19
年間たい肥生産量（川西有機セン
ター､対象作物：水稲・葉ﾀﾊﾞｺﾞ・野菜）

t 630 595

元気な地域づくり計画
(計画期間：H17～21年)

2119.9 55.2

総合計画前期基本計画

越後妻有の里づくりプラン ※津南町を含む
(計画期間：H19～22年度)

農業経営基盤の強化の促進に関する
基本的な構想(目標年：概ねH29年)

農業経営基盤の強化の促進に関する
基本的な構想(目標年：概ねH29年)

元気な地域づくり計画
(計画期間：H17～21年)
元気な地域づくり計画
(計画期間：H17～21年)

軒

人

19 25

ヶ所 17 3－

5

210,000

水田農業ビジョン19 24

水田農業ビジョン
(目標年度：H24年度)
水田農業ビジョン
(目標年度：H24年度)

24338

 ｈａ 17

19

310 19

19

21

19％

24

女性農業者数、家族経営協定締結数

24

流動化率
(所有権の移転、利用権の設定)

4.7 19

0 17 1 21

9 17 15 22

23

営農条件が整備された農地 面積の
確保

美しい村づくりに向けた実 践活動

自然環境の保全・再生等に 向けた取
組の増加

数 45
中山間地域等直接支払制度の集落
協定組織

147,000 17

29
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第２章 地域内の環境評価

 

表２-13 主な農業農村整備事業 

 

区　　分 事業の種類 事業の概要 備考(工期)

土地基盤整備等 県営ほ場整備事業（担い手育成型）
新水四箇村
　区画整理　45ha

H14～H21

県営ほ場整備事業
苗場下段
　区画整理　225.6ha

S57～H6

県営ほ場整備事業（担い手育成型）
吉田南部
　区画整理　145ha

H1～H9 

県営ほ場整備事業（担い手育成型）
四日町中条
　区画整理　134.9ha

H6～H15

県営ほ場整備事業（担い手育成型）
下条
　区画整理　157.5ha

H7～H15

県営ほ場整備事業（担い手育成型）
桔梗原
　区画整理　139.2ha

H2～H12

県営ほ場整備事業（担い手育成型）
倉俣
　区画整理　31.7ha

H12～H16

新農業水利システム保全対象事業
上新田
　用水路工　L=250m

H17～H21

県営中山間地域総合整備事業

中条高原地区
　区画整理　31.5ha  用水路　L=3,384m
　農道　L=1,051m　集落道　L=2,226m
　用地整備　260㎡　活性化施設　2棟

H11～H17

県営中山間地域総合整備事業
下条高原
　区画整理　16.4ha　　用水路　L=2,350m
　農道　L=1,976m　　集落道　L=1,240m

H16～H21

県営農地環境整備事業
角間

区画整理 5.9ha
H12～H16

県営農地環境整備事業
枯木又
　区画整理　13.3ha

H14～H18

県営ため池等整備事業
上ノ山
　堤体工　1式

H17～H21

基盤整備促進事業
小泉

農道整備 L=1,200m 　W=4.0/5.0m
H17～H21

集落地域整備事業
美佐島
　区画整理　14.3ha

H15～H18

田園自然環境保全整備事業
宮沢入
　水路整備（ホタル水路）　L=315m

H17～H18

田園自然環境保全整備事業
峠
　水路整備（ホタル水路）　L=98m
　農道整備　L=474m

H17

里地棚田保全整備事業
名平
　農道整備　L=850m

H18～H19

里地棚田保全整備事業
儀明
　農道整備　L=725m

H19～H20

里地棚田保全整備事業
室野
　農道整備　L=1,470m

H19～H20

里地棚田保全整備事業
星峠
　農道整備　L=865m

H20～H21

里地棚田保全整備事業
黒倉
　農道整備　L=1,802m

H17～H18

里地棚田保全整備事業
下浦田
　農道整備　L=493m　水路整備　L=741m

H19

里地棚田保全整備事業
川手
　水路整備　L=600m

H19～H20

里地棚田保全整備事業
松之山・光間

用水路工 L=3,200m
H20～H21

生活環境施設整備等 農村総合整備事業
十日町西南部
　集落道ほか

S59～H12

団体営集落排水整備事業
下条
　集落排水施設　L=31,312m

H11～H19

団体営農業集落排水事業
鐙島地区

農業集落排水 L=13,329m
H6～H11


